
 

「日本百貨店しょくひんかん」での販売希望商品の募集について 
 

 

くまもと県南フードバレー推進協議会（以下「協議会」という。）では、協議会正会員が生

産・販売する商品の販売拡大をめざし、平成２７年８月より東京都秋葉原の食品小売店『日

本百貨店しょくひんかん』に商品販売棚を設置しています。 

今回、商品入替のため、販売商品の募集を行います。（なお、条件はこれまでと同様で

す。） 

 

１．事業内容  

（１）概要   

食品業界バイヤー等から注目されている東京秋葉原の食品小売店「日本百貨店

しょくひんかん」に、当事業に参加する協議会正会員の商品販売棚を設置します。 

販売は委託販売方式で、販売手数料は店頭売上額の約２０％、商品の納品配送

料は出店会員の負担となります。 

 

 

（２）設置場所 

  「日本百貨店しょくひんかん」売場内 

     （東京都千代田区神田練塀町 8-2） 

  ※「日本百貨店しょくひんかん」は、2013 年にオープン 

した民間の食品小売店。地域産品等を県毎に販売。 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      フードバレー販売棚 → 

                    ※フードバレー棚の売上実績は、棚全体で月額１０万円程度 

 

（３）運用方法 

・日本百貨店内に、『常温』の販売棚１つを設置。 

(高 170cm×幅 90cm×奥行 45cm。商品ストック庫を含む。) 

 

・売場陳列は、１商品あたり１～２列。 

※商品在庫置場は、棚再下段の商品ストック庫のみのため、売場陳列数を大きく 

超える商品納品は出来ません。 

 

商品 
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・商品の納品は、各出店会員が直接店舗に送付。 

※販売状況が店舗から各出店会員に毎日メールで配信されますので、残数等を勘案し 

自主的に補充商品を配送ください。 

なお、販売棚への陳列は店舗スタッフが行います。 

 

（４）販売方式 

・委託販売方式（日本百貨店の買い取りではなく、売れた時点で仕入れが発生します）  

・購入客からの代金回収は、日本百貨店の共同レジを利用します。 

 

（５）出店会員の手数料負担 

・販売手数料は、店頭売上額の約 20％（ポイントカード代、レジ袋代を含む）。 

・販売棚利用料は無料。（協議会が月額 37,800円を全額負担） 

    ※棚内の小什器（「ひな段」等）、POPは出店会員でご準備いただきます。 

 

（６）販売代金の清算 

・商品販売代金は、日本百貨店から各出店会員の口座に直接振り込まれます。 

振込手数料は、協議会が負担します。 

   その際、販売手数料（月間販売額の約 20％）が差し引かれます。 

・支払いは、月末締め翌月末お振込みとなります。 

   ただし、出店会員ごとの振込額が 10,000 円を下回る場合は、翌月以降の振込額と合

算し、合計 10,000円以上となった月の月末に振り込まれます。 

 

（７）今回募集の販売期間 

  次回商品入替まで（半年間を予定） 

 

 

★留意事項（ご承諾のうえ参加申請してください。）★ 
 

   ○出店商品については、日本百貨店との協議のうえ選定・決定されます。 

 

    ※複数商品を申請された場合、その一部の商品のみ選定されることがあります。 

その結果、商品納品にかかる配送料金が割高になる可能性ありますので、出店申

請会員と個別に協議します。 

    

○販売額が著しく少ない場合や適切な商品補充を行わない場合等、売場運営に支障

が発生する場合は、日本百貨店及び該当出店会員と打ち合わせのうえ、出店商品

の販売中止や入替等を実施します。  

 

○販売額等のデータは、日本百貨店から協議会事務局にも提供されます。 

 

○棚内位置の選定は協議会事務局に一任いただきます。 

    ※それぞれの商品特性を勘案し、日本百貨店が設定します。 

 

 



 

 

２．募集内容  

（１）募集対象者 

くまもと県南フードバレー推進協議会の正会員（県南地域に事業所を置く会員）  

※現在出店会員の継続も可能です。出店希望の場合は、申込書の提出をお願いしま

す。 

 

（２）販売対象品目 

・常温保存が可能な加工食品及び飲料、酒類（野菜等の生鮮食品は除く）。  

・県南地域で生産製造された商品(他地域での委託製造は可)であること。 

・食品表示法の基準に合致した商品であること。  

・PL保険に加入していること。 

 

（３）スケジュール（予定） 

   １２月２３日まで       申込書の提出締切り【正会員 → 協議会】 

    １月中旬          日本百貨店において選定、選定結果のお知らせ 

                                     【協議会 → 正会員】  

１月中旬以降順次    事務手続き（書類記入）、商品納品 → 販売開始 

 

 

３ ．申込方法  

◆申込書(様式１)に記入のうえ、下記提出先まで電子メールにより送信してください。 

 

◆申込期限   

令和元年１２月２３日（月）必着 

 

 

◆お申込み・お問い合せ先 

くまもと県南フードバレー推進協議会事務局 ＜担当：成瀬＞ 

電話：0965-52-1020（フードバレーアグリビジネスセンター内） 

 

申請書送付先： food28@pref.kumamoto.lg.jp 


